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Ⅰ 置賜広域市町村圏の概要 
 

１  概  況 

本圏域は山形県南部に位置する面積 2,495.52 ㎢、人口 238,788 人（平成 17 年国勢調査）

の地域で、米沢市・長井市・南陽市の３市、高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町及び小国町

の５町から構成されている。 

 

位置図 

 

 

平成12年 平成17年  
 

人口(人) 人口(人) 世帯数(戸)

人口増減率 

(％) 

面積 

(㎢) 

米沢市 95,396 93,178 33,314 △2.33 548.74 

長井市 31,987 30,929 9,481 △3.31 214.69 

南陽市 36,191 35,190 10,557 △2.77 160.70 

高畠町 26,807 26,026 7,222 △2.91 180.04 

川西町 19,688 18,769 4,803 △4.67 166.46 

白鷹町 17,149 16,331 4,499 △4.77 157.74 

飯豊町 9,204 8,623 2,299 △6.31 329.60 

小国町 10,262 9,742 3,277 △5.07 737.55 

計 246,684 238,788 75,452 △3.20 2,495.52 

資料：人口＝国勢調査 

面積＝国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 
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２  地  勢 

本圏域の東部境界には奥羽山脈、南部には吾妻・飯豊の山系、北部には白鷹山塊、西部

には朝日・飯豊の山系が連なり周囲は山岳・丘陵で囲まれている。  

また、本圏域の東部を山形県の代表河川である最上川が流れ、その流域に米沢盆地・長

井盆地が形成されており、一方、西部には荒川が流れ、その流域に小国盆地が形成されて

いる。標高は飯豊山が 2,105ｍで最も高く、最も低い地域は小国町西部地帯の 130ｍであ

る。 

また、本圏域の土地利用区分別面積では森林が 77.2％、次いで農地が 10.5％となってい

る。 

 

区分 森 林 農用地 道路河川 宅 地 原 野 その他 計 

面積

(ｈa) 
192,703 26,060 11,261 6,672 313 12,543 249,552 

割合

(%) 
77.2 10.5 4.5 2.7 0.1 5.0 100.0 

（平成 20 年現在 資料：山形県統計年鑑） 

 

３  就業人口 

平成 17 年の就業人口は 120,652 人で総人口の 50.5％を占めている。  

これを産業別にみると第１次産業は 12,212 人で就業人口全体の 10.1％、第２次産業は

44,909 人で全体の 37.2％、第３次産業は 62,924 人で全体の 52.2％となっている。 

 

＊置賜の産業別就業人口 

平成７年 平成12年 平成17年 
 

人 数 構成比 人 数 構成比 人 数 構成比 

総   数 131,634  100.0% 127,960 100.0% 120,652  100.0% 

第１次産業 16,592  12.6% 13,686 10.7% 12,212  10.1% 

第２次産業 55,853  42.4% 53,625 41.9% 44,909 37.2% 

第３次産業 59,146  45.0% 60,614 47.4% 62,924  52.2% 

※ 「総数」には、産業分類不能を含む。（資料：国勢調査） 
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４  広域行政のあゆみ 

(1) 置賜広域市町村圏の指定と一部事務組合の設立 

本地域は明治維新まで上杉家の藩領として一体的に治められており、昭和 28(1953)年

の町村合併促進法施行当時には、１市７町 34 村に分かれていた。その後合併が進み、昭

和 42(1967)年に南陽市の市制施行により３市５町となり現在に至っている。 

広域行政としては昭和 34(1959)年に広域行政の受け入れ母体にもなった置賜総合開

発協議会が結成されるなど、圏域内の市町間の連帯と総合的発展の必要性が強く意識さ

れてくるようになり、昭和 45(1970)年には自治省から「置賜広域市町村圏」として３市

５町が指定を受け、昭和 46(1971)年には「置賜広域行政事務組合」を設立し、以来本格

的な広域行政が推進されている。 

(2) 置賜広域市町村圏計画（第１次計画）の策定 

昭和 45(1970)年に策定された置賜広域市町村圏計画（第１次計画）では、その主なプ

ロジェクトとして、生活圏の拡大に対応した道路交通体系の整備と、生活関連公共施設

の適正配置及び行政事務の共同処理体制の確立を掲げ、計画的に事業の推進を図ってき

た。 

その結果、圏域内の市町道は大幅に整備改善が進み、し尿・ごみ処理をはじめとする

公共的サービス機能の整備充実が図られるとともに、全国に先がけてコンピューターに

よる行政事務の共同処理などが実現した。 

また、このほかに計画の実現を通してそれぞれの市や町の行政の視野は広がり、行政

意識の広域化が進んだことなども見逃すことのできない成果である。 

(3) 新置賜広域市町村圏計画の策定と地域経済活性化地域の選定 

国では「第３次全国総合開発計画」において、資源エネルギー制約時代・低経済成長

時代への移行等を背景にしながら、人間居住の総合的環境づくりのための定住構想を打

ち出すなど、地方への新たな期待が高まってきた。 

そして、本圏域を将来に向けて大きく発展させるためには、前述のような第１次計画

の成果と社会的状況の変化を踏まえつつ雪を克服し、高速交通時代に対応しうる広域交

通体系の一層の充実を図ることをはじめ、産業の発展・就業機会の拡大・医療や福祉の

充実・地域文化の向上など、全ての分野にわたりその対策を講ずることが必要となった。 

以上のような観点から、第１次計画の理念を発展させ置賜地域発展のための課題とそ

の施策を広域的かつ長期的に展望し、圏域の持つ美しい自然や豊かな人間性と、歴史あ

る伝統のうえにさらに豊かな定住社会を創造することをそのねらいとして、昭和 56 年度

を初年度、平成２年度を目標年度とする「新置賜広域市町村圏計画」を策定した。 

また、昭和 60(1985)年１月には地域経済活性化地域の選定を受け、昭和 60 年度から

平成元年度までの「地域経済活性化計画」を策定し事業を実施した。 
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(4) ふるさと市町村圏と地域経済活性化地域・地域経済基盤強化対策地域の指定 

その後、国は多極分散型国土の構築を基本目標とし、交流ネットワーク構想を目指し

た「第４次全国総合開発計画」を策定、さらにふるさと創生事業の一環として「ふるさ

と市町村圏」施策を提唱した。 

本圏域は平成元(1989)年８月にこの「ふるさと市町村圏」の第１次指定を受け、『花咲

き人成るいきいき置賜』を将来像に、平成２年度を初年度、平成 12 年度を目標年次とす

る「置賜広域ふるさと市町村圏計画」を策定するとともに、関係市町の出資及び山形県

からの助成で 10 億円の基金を設け、その運用益（果実）で「花と人材育成」をテーマと

した圏域振興のためのソフト事業を平成２年度から実施している。 

一方、先の「地域経済活性化地域」選定に引き続き平成２(1990)年３月には、新地域

経済活性化地域に、平成７(1995)年には地域経済基盤強化対策地域に、さらに平成

10(1998)年及び平成 13(2001)年には新地域経済基盤強化対策推進地域に選定され、それ

ぞれに計画を策定し新たなニーズに対応すべく事業を実施している。 

(5) まちづくり総合事業の選定と地方拠点都市地域の指定   

平成３(1991)年 12 月には「花咲き人成るいきいき置賜
ふるさと

－花－」を統一コンセプトと

した「置賜花の文化交流ネットワーク事業」が「まちづくり総合事業」の選定を受ける

とともに、平成４(1992)年６月に施行された「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施

設の再配置の促進に関する法律」に基づく地域として平成６(1994)年９月に本地域が指

定を受け、法律に基づき基本計画を策定、平成７(1995)年７月に山形県知事から計画の

承認を受け、現在は同計画に基づく事業を実施している。 

この間、平成元(1989)年７月には自治省が広域市町村圏設定 20 周年記念事業の一環と

して実施した「優良広域市町村圏」に本圏域が全国 50 圏域の一つとして、また、平成７

年３月には「個性的で活力ある広域行政圏」として全国８圏域の一つとして本圏域が選

定され、それぞれ自治大臣表彰を受けた。 

(6) 新置賜広域ふるさと市町村圏計画の策定 

国は、平成 10(1998)年３月に閣議決定された新しい全国総合開発計画「21 世紀の国土

のグランドデザイン」において、21 世紀に我が国がめざす方向として「多軸型国土構想

の形成」を長期目標に掲げ、地域住民の参加と地域間の連携による国づくり・地域づく

りによって計画を推進し、連帯意識の醸成と地域間の連携主体の形成を図ることが重要

とされ、推進主体として広域行政機構の果たす役割がこれまで以上に期待されている。 

このような中で、本圏域では、平成 14(2002)年２月に平成 14 年度を初年度とし平成

23 年度を目標年度とする「新置賜広域ふるさと市町村圏計画」を策定し、『奏であう人

と花 おきたま新世紀』を将来像に活力のある創造的で魅力的な地域を目指した事業を

実施している。 
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Ⅱ  置賜広域行政事務組合の概要 

１ 置賜広域行政事務組合のあらまし 

(1) 名   称 置賜広域行政事務組合 

(2) 所 在 地 米沢市金池三丁目１番 55 号  米沢産業会館内 

TEL 0238(23)3246 FAX 0238(24)4659 

(3) 設立年月日 昭和 46(1971)年７月 13 日 

(4) 構 成 市 町 米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町・小国町 

合計  ３市５町 

(5) 共同処理する事務 

市町名

 

共同処理する事務 

米
沢
市

長
井
市

南
陽
市

高
畠
町

川
西
町

白
鷹
町

飯
豊
町

小
国
町

置賜広域市町村圏計画の策定並びに当該計画に基

づく事業の実施及び連絡調整に関する事務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンピューター利用による行政事務の情報処理共

同事業に関する事務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広域交流拠点施設（余熱

利用施設）の設置及び管

理運営に関する事務 

置賜スポーツ交流プラザ 

湯るっと 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米沢クリーンセンター ○       ○

長井クリーンセンター  ○    ○ ○ ○

し尿共同処理施設の設

置及び管理運営に関す

る事務 
南陽クリーンセンター   ○ ○ ○    

し尿の収集運搬事務 

（委託） 
南陽クリーンセンター   ○ ○ ○    

可
燃

千代田クリーンセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
燃

長井クリーンセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ共同処理施設

の設置及び管理運

営に関する事務 
資
源

千代田クリーンセンター

リサイクルプラザ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

死亡獣畜保冷施設の設

置及び管理運営に関す

る事務 

死亡獣畜保冷センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最終処分場跡地利用公

園の設置及び管理運営

に関する事務 

浅川ふれあい公園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南陽養護老人ホームの

設置及び管理運営に関

する事務 

南陽やすらぎ荘 ○  ○ ○ ○    
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２ 行政組織機構図 

(併6)

議　会 書記長(併) 議会主幹(併8)

監査委員 監査主幹(併4) 監査主査
(兼)  兼　務

 組合職員

(派)  派遣職員

(併)  併任職員

(組)

(米沢市会計管理者)

主　　幹 (併)

施設第２係長

会計管理者 会計課長 (兼) 課長補佐 (兼) 会計係長

3

(兼) 2 (兼)

(組) 1 (組)

所長補佐(組) 運転第１係長 (組) (組)
センター所長

(組)
所長補佐(組) 運転第２係長 (組) 3 (組)

千代田クリーン

(組) 4 (組)

(組) 10 (組)

(組) 1 (組)

業務係長

所長補佐(組) 施設第１係長

庶務係長

南陽やすらぎ
(組) 荘長補佐(組)

荘 長

管理係長(組) 4 (組)

1 (組)
南陽クリーン

(組) 所長補佐(組)
センター所長

施設係長 4 (組)
副 主 幹 (組)

(組) 施設第１係長 (組)

(兼)

庶務係長(組)

(組)
センター所長

施設第２係長 (組) 3 (組)

長井クリーン
(組) 所長補佐

管理係長(兼) 1

2

(組)
センター所長

庶務係長(組) 1 (組)

米沢クリーン
(組) 所長補佐(組)

(派)
消防広域化

(派) 室長補佐(派)
準 備 室 長

消防主査(兼) 2 (組)

施設整備主幹

総務主査(派) 1

2 (組)

 理事長(米沢市長)
総 務 課 施設係長(組) 3 (組)

 理事(他７市町長) (組)

(組) 6 (組)

理 事 会 総務課長(組) 課長補佐(組) 企画係長(兼)

事務局長(派) 庶務係長
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３ 施設配置図 
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４ 組合の機構 

 

(1) 執行機関 

理事長 １名 米沢市長（理事の互選） 特
別
職 理 事 ７名 理事長以外の各市町長 

事 務 局 長 １名（派遣） 

総 務 課 １６名（うち会計課兼務３名） 事 務 局 

消 防 広 域 化 準 備 室 ６名（うち派遣４名） 

米沢クリーンセンター ３名 

長井クリーンセンター １１名 

南陽クリーンセンター ９名 

南 陽 や す ら ぎ 荘 １８名 

千代田クリーンセンター ２１名 

死亡獣畜保冷センター 山形おきたま農業協同組合に委託 

事 業 所 

小国リレーセンター おぐに白い森(株)に委託 

会 計 管 理 者 
１名 米沢市会計管理者 

（理事長の属する市町の会計管理者） 

 会 計 課 ５名（併任２名、総務課兼務３名） 

職 員 数 計 
組合職員８０名、派遣職員５名、 

併任職員２名         計８７名 

 

(2) 議決機関 

議 会 議 員 ２４名  

常 任 委 員 会 

(1) 第１委員会 ８名 

(2) 第２委員会 ８名 

(3) 第３委員会 ８名 

議会運営委員会 １０名（議長、副議長を含む） 

定  例  会 年２回 

 

(3) 監査体制 

監 査 委 員 ２名（識見選任１名、議会選任１名） 

監査委員補助職員 １０名（併任） 

定 例 監 査 年１回（事務局及び事業所から２ヵ所程度抽出） 

決 算 審 査 年１回（全事業所対象） 

監
査
計
画 例月出納検査 月１回（一般会計及び特別会計） 
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５ 特別職の報酬 

                           最終改正 平成１９年４月１日 

区    分 金  額 

理 事 長 年額  95,000 円 

理 事 年額  68,000 円 

議 会 議 長 年額  68,000 円 

議会副議長 年額  56,000 円 

議 会 議 員 年額  48,000 円 

識 見 選 任 年額 240,000 円 

監 査 委 員 

議 会 選 任 年額  58,000 円 

日額をもって定める者 
日額 10,000 円以内で 

任命権者が定める額 

月額をもって定める者 
月額 230,000 円以内で 

任命権者が定める額 

地方公務員法

第３条第３項

第２号及び第

３号の職にあ

る者 

年額をもって定める者 
年額 60,000 円以内で 

任命権者が定める額 
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６ 各市町分担率の状況 

（単位：％） 

事業所区分 費目区分 人口割
財 政

需要割
平等割 処理割 利用割

管理運営費 70 20 10   

施設管理費   30  70 広域交流拠

点施設（余熱

利用施設） 建設費※1 10※2  10 80  

事務局（総務課・消防

広域化準備室） 

電算共同処理事業費    100  

建設運営費 60  40   
南 陽 や す ら ぎ 荘

管理運営費 30  20  50 

米沢クリーンセンター 管理運営費、建設費    100  

長井クリーンセンター 管理運営費    100  

南陽クリーンセンター 管理運営費  30 15 55  

管理運営費※3   10 90  

240ｔ分(95%) 10※2  10 80  焼
却
施
設 15ｔ分(5%)※4    100  

千代田クリーンセンター

建 
 

設 
 

費 

中継施設（長井・小国リ

レーセンター） 

浅川最終処分場 

(ふれあい公園含む) 

リサイクルプラザ 

長井クリーンセンタ

ー粗大ごみ処理施設 

10※2  10 80  

最終処分場整備事業 整備事業費、建設費 10※2  10 80  

汚泥再生処理センター 整備事業費    100  

最終処分場候補地選定 選定費 10  10 80  

死亡獣畜保冷センター 管理運営費   20 80  

※１ 非過疎市町のみ負担 

※２ 平成５年度収集人口 

※３ リサイクルプラザ再商品化業務委託料は処理量 100％ 

※４ 平成５年度処理量を上回った団体のみ負担 
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７ 置賜広域行政事務組合のあゆみ 

昭和 45(1970)年 7 月 28 日 

置賜広域市町村圏の指定を受ける。 

昭和 45 年 8 月 11 日 

置賜広域行政協議会発足。 

昭和 45 年 12 月 

置賜広域市町村圏計画策定。 

昭和 46(1971)年 7 月 13 日 

置賜広域行政事務組合設立。長井市外二町共立衛生組合及び南陽市・高畠町・川西町

共立衛生組合を解散し、置賜広域行政事務組合に統合。 

 

組合設立時の施設 

し尿処理施設 

米沢清掃事業所 104 ㎘/日 

長井清掃事業所  74 ㎘/日 

露橋清掃事業所  90 ㎘/日 

小国清掃事業所  10 ㎘/日 

ごみ処理施設 

米沢清掃事業所  30t/８h、70t/８h 

長井清掃事業所  30t/８h 

南陽清掃事業所  ５t/８h 、3.75t/８h 

高畠清掃事業所  ３t/８h 

川西清掃事業所  ３t/８h 

小国清掃事業所  10t/８h 

昭和 46～47(1972)年度  

コンピューターによる共同事務処理を開始しマスターテープ作成を行う。業務は(株)

米沢電子計算センター（現・(株)データシステム米沢）に委託。 

昭和 47 年 7 月 1日 

小国清掃事業所ごみ処理施設（15t/８h）及び不燃物埋立地を新設し、従来の施設（10t/

８h）を廃止。 

昭和 48(1973)年 11 月 1 日 

米沢清掃事業所 36㎘/日増設。 

昭和 49(1974)年 9 月 1 日 

養護老人ホーム南陽やすらぎ荘（収容人員 100 名）開荘。 

昭和 50(1975)年 3 月 

広域市町村振興整備構想研究報告書策定。 

昭和 50 年 4 月 1日 

長井清掃事業所ごみ処理施設（60t/８h）を新設、従来の施設（30t/８h）を廃止。 

露橋清掃事業所し尿処理施設 30㎘日増設。 

昭和 51(1976)年 5 月 12 日 

千代田清掃事業所ごみ処理施設（120t/８h）を新設、同時に米沢・高畠・川西清掃事

業所ごみ処理施設を廃止。 
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平成 5(1993)年 4 月 

浅川最終処分場を新設、浅川埋立地が埋立完了。 

平成 5年 5月 1日 

企画室を設置。 

平成 6(1994)年 4 月 

長井清掃事業所に粗大ごみ処理施設（30t/５h）を新設。 

小国町沼沢地内に小国リレーセンターを新設、小国町内の不燃ごみ・粗大ごみを長井

清掃事業所に運搬し処理する。 

平成 6年 9月 9日 

置賜地域が地方拠点都市地域に指定される。 

平成 7(1995)年 3 月 23 日 

個性的で活力ある広域行政圏として自治大臣表彰を受ける。 

平成 7年 4月 1日 

事務局に施設課を設置、新ごみ処理施設整備事業に着手。 

平成 7年 7月 5日 

置賜地域が地域経済基盤強化対策推進地域に指定される。 

平成 7年 7月 24 日 

置賜地方拠点都市地域基本計画が山形県知事より承認される。 

平成 9(1997)年 12 月 31 日 

小国清掃事業所ごみ処理施設（30t/８h）及び最終処分場を廃止。 

平成 10(1998)年 3 月 31 日 

企画室を事務局総務課へ統合。 

川西清掃事業所を廃止。 

平成 10 年 7 月 17 日 

置賜地域が新地域経済基盤強化対策推進地域に選定される。 

平成 10 年 9 月 16 日 

（仮称）清掃センターごみ処理施設（85t/24h×３炉 計 255t/24h）にごみ搬入開始。 

それに伴い、従来の千代田清掃事業所焼却施設（120t/８h）及び長井清掃事業所焼却

施設（60t/８h）を廃止。 

平成 10 年 12 月 18 日 

（仮称）清掃センターごみ処理施設に設置する『置賜広域行政事務組合発電所』蒸気

タービン発電機による発電開始。 

平成 11(1999)年 4 月 1 日 

（仮称）清掃センターごみ処理施設本格稼働。あわせて、千代田・長井・小国の各清

掃事業所の名称を千代田クリーンセンター・長井クリーンセンター・小国クリーンセ

ンターに改称。ごみ指定袋による有料化開始。 

平成 11 年 6 月 

生活空間倍増地域戦略プラン策定。 

平成 11 年 7 月 1日 

長井クリーンセンターに長井リレーセンター（52t/日）を新設。 

平成 12(2000)年 3 月 1 日 

南陽クリーンセンターの汚泥処分方法を焼却から埋立に変更。 
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８ 平成 23 年度当初予算 

（１）一般会計 

ア 歳入計 4,621,648 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

イ 歳出計 4,621,648 千円 

Owner
般会計歳出

Owner
般会計歳入
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（２）ふるさと市町村圏事業費特別会計 

ア 歳入計 8,372 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 歳出計 8,372 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owner
ふる特歳入

Owner
ふる特歳出
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９ 平成 22 年度決算見込み 

（１）一般会計 

　ア　歳入内訳 (単位：円)

金 額

1 分担金及び負担金 3,086,781,636

2 使用料及び手数料 831,078,106

　(1)使用料 5,494,907

　(2)手数料 825,583,199

3 国庫支出金 193,746,000

4 財産収入 403,369

5 繰入金

6 繰越金 119,483,420

7 諸収入 730,485,536

　(1)組合預金利子 16,908

　(2)雑入 730,468,628

8 組合債 398,800,000

9 県支出金

10 寄附金

5,360,778,067合計

科目

 

 

 

　イ　分担金内訳 (単位：円)

市 町 名 組 合 費
電算共同処理
事 業 費

民 生 費 衛 生 費 合 計

米 沢 市 83,319,535 387,880,297 22,058,721 514,491,501 1,007,750,054

長 井 市 23,178,031 1,948,799 169,155,375 194,282,205

南 陽 市 37,460,371 72,245,570 23,327,771 221,984,433 355,018,145

高 畠 町 26,770,105 45,287 12,980,937 143,436,001 183,232,330

川 西 町 20,735,118 34,599 14,604,571 138,055,049 173,429,337

白 鷹 町 13,588,376 56,109,671 92,818,626 162,516,673

飯 豊 町 9,041,135 21,026 74,070,765 83,132,926

小 国 町 9,626,329 22,393 70,817,250 80,465,972

交 付 税 措 置 費 671,731,000 671,731,000

老人保護措置費 175,222,994 175,222,994

合　　　計 223,719,000 518,307,642 248,194,994 2,096,560,000 3,086,781,636
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　ウ　歳出内訳 (単位：円)

金 額

 議　会　費 1,835,632

 組合管理費 149,552,794

 企　画　費 796,464

 消防広域化準備事業費 35,172,506

 組合諸費 24,534,300

 アクセス道路整備費 28,935,698

 監査委員費 365,691

 広域交流拠点施設費施設管理費 12,155,237

小　　計 251,512,690

 事　務　費 340,025

 事　業　費 519,463,042

小　　計 519,803,067

 事　務　費 191,397,084

 事　業　費 55,725,982

小　　計 247,123,066

 清掃管理費 31,186,533

 し尿処理費 116,024,222

小　　計 147,210,755

 清掃管理費 84,013,909

 し尿処理費 38,230,833

小　　計 122,244,742

 清掃管理費 153,046,423

 し尿処理費 102,207,183

小　　計 255,253,606

 千代田ごみ処理施設管理費 247,298,708

 長井ごみ処理施設管理費 57,804,846

 証紙管理費 70,125,617

 資源ごみ処理費 102,044,174

 焼却処理費 453,417,578

 粗大ごみ処理費 92,169,230

 長井リレーセンター費 67,528,303

 小国リレーセンター費 29,651,445

 埋立処分費 26,492,505

小　　計 1,146,532,406

　最終処分場整備事業費  最終処分場整備事業費 636,511,255

   汚泥再生処理センター整備事業費  汚泥再生処理センター整備事業費 10,605,850

  最終処分場候補地選定費  最終処分場候補地選定費

　死亡獣畜処理事業費  死亡獣畜処理費 5,942,633

2,324,301,247

 元金 1,187,394,778

 利子 77,623,370

小　　計 1,265,018,148

4,609,593,850

　千代田クリーンセンター費

　長井クリーンセンター費

衛

生

費

項 目

民

生

費

　養護老人ホーム費

　米沢クリーンセンター費

衛 生 費 計

議　　　会　　　費

電算共同処理事業費

公 債 費

歳 出 合 計

組　　　合　　　費

　南陽クリーンセンター費
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（２）ふるさと市町村圏事業費特別会計 

　ア　歳入内訳 (単位：円)

金 額

1 分担金及び負担金

2 使用料及び手数料

　(1)使用料

　(2)手数料

3 国庫支出金

4 財産収入 2,887,069

5 繰入金

6 繰越金 8,993,230

7 諸収入 14,053

　(1)組合預金利子

　(2)雑入 14,053

8 組合債

9 県支出金

10 寄附金

11,894,352

科目

合計  
 

 

　イ　歳出内訳 (単位：円)

金 額

 広域活動費 2,871,987

2,871,987歳 出 合 計

項 目

 ふるさと市町村圏事業費
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10 コンピューター利用による行政事務共同処理事業 

（１）共同委託方式（共同処理方式） 

   昭和 44 年から置賜３市５町が広域市町村圏の指定を受ける協議段階において、米沢市が先

がけて行っていたコンピューター利用による行政事務について、３市５町共同で処理しようと

する機運が高まり、同年 12 月に各首長が同意、昭和 45 年１月に行政事務共同処理研究会を開

き検討を加え、広域行政の業務として進めることが確認された。 

   昭和 45 年８月の置賜広域行政協議会の発足と同時に分科会を設け、各市町より３～５名の

専門委員で準備に入り、昭和 46 年７月、協議会を解散し、置賜広域行政事務組合を設立、昭

和 46 年から同組合の共同処理事業として㈱米沢電子計算センター（現㈱データシステム米沢）

に委託を行う方法で業務を開始した。 

    昭和 46 年～47 年にかけ自治省（現総務省）の補助事業により３市５町の基本となるマスタ

ーテープ（住民マスター、住民登録外マスター、事業所マスター、土地一筆マスター、家屋一

棟マスター、償却資産一品マスター、国民健康保険税マスター、固定資産税マスター、賦課資

料マスター、軽自動車税マスター、水道マスター、住民税マスター）を作成、その後これらを

基本に各種業務の共同処理を進めてきた。 

   しかし、近年の急速な技術の進展とコンピューターの低価格化により電算処理を独自処理に

移行する市町もあり、共同委託処理方式と単独処理を併用して電算業務の効率化に努めてきた

が、各市町の財政状況の悪化を背景に、システム経費の削減という課題も生じている。 

 

置
賜
広
域
行
政 

事
務
組
合

委託契約料 

（置広分含む）

㈱
デ
ー
タ 

シ
ス
テ
ム
米
沢

事 務 費 分 担 金 

一部委託契約あり 

米 沢 市 

長 井 市 

南 陽 市 

高 畠 町 

川 西 町 

白 鷹 町 

飯 豊 町 

小 国 町 

事務費分担金 

委託契約料 

単
独
処
理
又
は 

単
独
委
託
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（２）共同アウトソーシング方式 

   電算業務は、昭和 46 年の開始時期から大型汎用機を利用した共同委託方式により、全市町

統一のバッチ処理を行ってきたが、コンピューター関連技術のめざましい進展や、各市町の即

時処理への要望、財政事情による処理の分散化等を背景に、構成８市町のうち５市町までが独

自処理へと移行するに至り、共同処理のあり方が問題視されてきた。 

   さらに、財政状況悪化からシステム経費の削減という課題も生じ、時期を前後して、総務省

が提唱する「共同アウトソーシング」が着目され始め、平成 17 年度にはその動きも視野に入

れながら、今後の電算業務のあり方について、検討機関を組織して検討を開始した。 

   この検討により、共同処理可能性調査を平成 18 年度に業務委託するとの検討結果をまとめ

上げたが、構成市町の財政事情から実施を見送った。 

   平成 19 年度に入ってからも、３市５町全体での共同化については、勉強会を継続すること

が確認され、山形県置賜総合支庁、山形県情報企画課が参画をし、検討機関を「広域行政検討

会」へと移して、具体的な検討を行ってきた。 

   この検討では、主要 12 業務を対象とすることや、職員の負担軽減のためＡＳＰ（＊）サー

ビスを活用すること、また、各市町の現在のシステム更新にあわせ順次（５年間かけて）参加

することや、契約は各市町が個別に行うこととした。さらに、将来の参加を担保するため参加

市町が協定書を締結することや、事業実施のため置賜広域行政事務組合が事務局を担うことが

確認された。 

この検討結果を受け、構成市町に参加の意向を確認したところ、７市町から参加の意志表明

があり、参加市町が協定書の締結を行ったうえで、その後、公募型プロポーザル方式による業

者選定を行い、平成 21 年度の長井市を皮切りに事業がスタートした。 

この方式は、総務省が自治体クラウドとして、全国３箇所を指定して実証試験を行うなど、

費用削減効果が期待されることから、先進事例として全国の注目を集めている。 

 

  ＊ ＡＳＰ（アプリケーションサービスプロバイダの略） 

インターネット回線により業務で使用するソフトウェアをレンタルする事業者 

 

共同アウトソーシング各市町導入スケジュール 

 
共同化は次の 12 業務（①住民情報 ②税 ③国保年金 ④選挙投票 ⑤福祉 ⑥介護保険 ⑦医療費助成 

⑧学齢簿 ⑨財務会計 ⑩人事給与 ⑪上下水道料金 ⑫後期高齢者医療） 

 

 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度

 医療費助成(23 年 1月)・人事給与(24 年 4月)の 2業務のみ参加

 21 年 4月から全業務 

 22 年 10 月から 10 業務、23 年 10 月より上下水道料金、25年 4月より後期高齢者医療

 財務会計は 21 年 11 月、他は 25 年 4月から

 財務会計・人事給与の 2業務は 21 年 8月、他は 22 年 4月から

 

 25 年 4月から全業務

24 年度

川西町 

白鷹町 

飯豊町 

23 年度22 年度 21 年度 

米沢市 

長井市 

南陽市 

高畠町 

24年 4月より上下水道料金、他は 25年 4月から
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11 ごみ処理基本計画 

置賜広域行政事務組合ごみ処理基本計画（概要） 
（平成 19 年 2 月策定） 

Ⅰ 基 本 方 針 

第１節 計画の位置づけ 

１ 計画の目的 

ごみ処理基本計画（以下「計画」という。）は、ごみの発生から排出、収集・運搬、処理・処

分及び再生利用について総合的な検討を行い、長期的及び総合的な視野に立った、置賜広域行政

事務組合（以下「組合」という。）の一般廃棄物処理についての基本方針となるものであり、構

成市町の住民、事業者及び行政の三者の連携・協力をもって発生抑制・再資源化の目標達成を図

り、循環型社会の実現を目指すことを目的とします。 

 

 

２ 計画概要 

（１）基本計画策定の役割 

計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」という。）第６条の規定

に基づき策定するものです。 

一般廃棄物の処理は、市町村が行うものとされており、収集・処理及び処分方法の検討

など、幅広い施策が必要です。 

また、住民生活や事業活動と密接に関連し、生活様式や経済状況の変化に応じた体制を

とる必要があるため、長期的な視野に立った廃棄物行政を推進しなければなりません。 

よって、組合の長期的な行政目標と方針を設定し、構成市町との相互調整に基づき、効

率的かつ継続的に施策の推進を図っていきます。 

 

 

（２）計画の位置付け 

 

計画の位置付けは［図 1］のとおりです。 

 

 

［図 1］計画の位置付け 

 

 

 

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

ごみ処理基本計画

発生抑制・再資源化施策
収集・運搬計画
中間処理計画
最終処分計画

循環型社会形成
推進地域計画
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第２節 ごみ処理の基本姿勢 

 ごみ処理基本計画策定にあたっては、地域の将来像及び住民の生活様式の変化、さらに産業構造

の変化等を考慮し、ごみの発生量や質の多様化を的確に予測しながら中長期的に安定した適正処理

が出来るように対応していかなければなりません。 

 また、今後のごみ処理施策は、国の方針でもある循環型社会構築に向けて、減量・再使用・再資

源化の「３Ｒ」と焼却処理・最終処分の「廃棄物の適正処理」を両輪とした概念を基にした広域処

理体制をさらに整備・確立する必要があります。 

 この課題は、排出者である住民あるいは事業所を含めた組合圏域全体の課題として捉え、その達

成にあたっては、構成市町と連携を図り進めていくものとします。 

 

第３節 基本方針 

 ごみ処理の課題と展望をふまえ、次の基本方針に基づき３Ｒ（減量・再使用・再資源化）と一般

廃棄物の適正な処理を一体的に推進していきます。 

 

１ ごみ処理の課題 

 （１）構成市町共同の取り組みによる３Ｒの推進 

 （２）中間処理施設の長期的な性能維持のための維持管理 

 （３）最終処分場の負荷軽減と処分場の確保 

 

２ 基本方針 

 （１）生活環境の確保 

     計画処理区域内のごみを速やかに収集・運搬し、衛生的な生活環境の保全に努める。 

 （２）適正処理の推進 

    廃棄物の発生から最終処分まで一貫した衛生的で適正な処理を行うため、処理計画に基

づき計画的に収集・運搬・処理を行う。 

（３）循環型社会形成の推進 

    減量化・再使用 ： 構成市町と連携した啓発活動を推進する。 

    再  資  源  化 ： ごみ分別収集の充実を図り、資源化率向上を推進する。 

また、再生品等の積極利用を促進する。 

    余 熱 利 用 ： ごみ焼却熱の有効利用を検討する。 

 （４）中間処理施設の適正管理 

     資源化できないごみを適正に処理し、環境保全を図るため、長期的に安定した処理性能

を維持出来るよう、費用対効果の高い適正な維持管理のあり方を検討する。 

 （５）最終処分場の確保 

     ごみの減量化・減容化により最終処分場の負荷軽減を図るとともに、適正にごみの処

理・処分を完結させるため最終処分場整備を行い、中長期的な処理体系を確保する。 

 （６）ごみ処理体系 

     ごみ処理体系を［図 2］のとおりとし、基本方針の推進に努める。 
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組合圏域

収 集 直接搬入

可
燃
ご
み

不
燃
ご
み

粗
大
ご
み

民 間
資源化施設

資源化施設

(リサイクルプラザ)

可
燃
ご
み

不
燃
ご
み

ごみ焼却施設
粗大ごみ
処理施設

鉄・アルミ

鉄・アルミ
可燃残さ

焼却灰
可燃不適物

ペット・プラ

不燃残さ最終処分場
再商品化
事 業 者

構

成

市

町

組

合

資
源
ご
み

 

 

［図 2］ごみ処理体系 
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Ⅱ 目 標 年 次 

 計画における目標年次は、策定時より 15 年後の平成 33 年とします。 

 なお、中間目標年次は設定しないが、概ね５年毎または諸条件に大きな変動があった場合に、見

直しを行います。 

 

Ⅲ ごみ処理の現状 

第１節 ごみ処理の概要 

１ 組合構成と経緯 

組合は、米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町の３市５町の一

般廃棄物の共同処理等を目的として、昭和 46 年７月 13 日に地方自治法第 284 条第１項の規定に

基づき一部事務組合として設立され現在に至っています。 

 

２ ごみ処理の概要 

（１）処理対象物 

ア 家庭から排出されるごみ 

   イ 事業所から排出される一般廃棄物 

 （２）計画処理区域 

計画処理区域は構成市町の行政区域全体である。計画処理区域から排出される一般廃棄物

は、次の表に示す各施設で処理を行っています。 

 

［表 1］施設の概要と処理区域 

注）○印は施設利用市町を示す。 

 

 

米 長 南 高 川 白 飯 小

沢 井 陽 畠 西 鷹 豊 国

市 市 市 町 町 町 町 町

ごみ焼却

処理施設

ペット    2.2 t/日

プラ 　　11.3 t/日

不燃中継 21.0 t/日

浅川最終 不燃残さ

処 分 場 焼 却 灰

粗大ごみ 不燃ごみ

処理施設 粗大ごみ

長井リレー

センター

小国リレー 受入ホッパー

センター ４基

可燃ごみ 255　ｔ/日

事
業
所

施　設 内　容 規　模

　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

千
代
田
ク
リ
ー

ン

資源ごみ
リサイクル
プラザ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

234,100　m
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30ｔ/5h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ中継 52ｔ/日 ○ ○

　
　
　
セ
ン
タ
ー

長
井
ク
リ
ー

ン ○

○

○

○

○

ごみ中継
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第２節 処理施設の現況 

１ 処理施設の概要 

収集または直接搬入されるごみは、千代田クリーンセンター及び長井クリーンセンターで受入

れ、可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル及び容器包装プラスチックそれぞれを次に示す処理体系

により処理しています。 

 

（１）可燃ごみ 

可燃ごみは、［図 3］のとおり、千代田クリーンセンターで焼却処理し、サーマルリサイ

クルをしています。 

   

［図 3］可燃ごみの処理体系 

 

 

（２）不燃ごみ 

不燃ごみは、［図 4］のとおり、長井クリーンセンターの粗大ごみ処理施設で処理し、鉄及

びアルミを資源化し、残さは焼却または埋め立てています。  

 

 

可燃

ごみ

収 集

直接搬入 ごみ中継施設（小国）

小国町

ごみ中継施設（長井）

長井市 白鷹町 飯豊町

粗大

ごみ

収 集

直接搬入

米沢市 南陽市 高畠町 川西町

ごみ焼却施設

（千代田）

粗大ごみ処理施設

からの可燃残さ

最終処分（埋立）

（中間処理）

資源化施設（リサイクル

プラザ）からの不適物
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可燃

ごみ

収 集

直接搬入

（リサイクルプラザ）

小国町

ごみ中継施設（小国）

長井市 白鷹町 飯豊町

粗大

ごみ

収 集

直接搬入

米沢市 南陽市 高畠町 川西町

処理施設

（長井）

最終処分（埋立）

粗大ごみ

有害

ごみ

収 集

直接搬入

焼却処分

資源回収

不
燃
物

鉄
類

ア
ル
ミ
類

可
燃
物

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

固
化
物

市
町
川
土
砂

（中間処理）

資源化施設（中継）

 
［図 4］不燃ごみ及び粗大ごみ処理体系 

                            

 

 

（３）資源ごみ 

資源ごみは、［図 5］のとおり、千代田クリーンセンターの資源化施設で中間処理し、不適

物は焼却しています。 

 

 

容器包装プラ 収 集

ペットボトル 収 集

(リサイクルプラザ)

資源回収

公益財団法人日本

容器包装リサイク
ル協会

指定取引業者

(中間処理）

不適物

焼却処分

資 源 化 施 設

 
［図 5］資源ごみ処理体系 
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２ 施設の整備状況 

既存の中間処理施設の整備状況は［表 2］に示すとおりです。 

 

［表 2］中間処理施設の整備状況 

 

 

Ⅳ ごみ処理基本計画 

第１節 発生抑制・再資源化施策の基本事項 

１ 施策の目標 

発生抑制及び再資源化の施策の目標は、次のとおりとします。 

  

［表 3］ごみの資源化率及び減量化率の目標 

（資源化率） 

  平成 30 年度で資源化率２３％を目指す。 

 

（減量化率） 

計画目標年度の平成 30 年度は、平成 17 年度比で次の減量化を行う。 

  

１ 資源を除く、ごみの総量として １０％以上の減量化 

 ２ 資源を除く、ごみの原単位として ６％以上の減量化 

 

 

《焼却施設》

千代田クリーンセンター

(255t/24H)

《粗大ごみ処理施設》

長井クリーンセンター

(30t/5H)

《資源化施設》

千代田クリーンセンター

リサイクルプラザ

(ペット、プラ)

《ごみ中継施設》

長井リレーセンター

(52t/日)

小国リレーセンター

（受入ホッパ４基）

　　　　　　　　 年度
 施設

15３ ４ ５ 1410 11 12 13６ ７ ８ ９
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２ 基本原則 

目標を達成するため、住民、事業者及び行政の三者の連携・協力をもって、一方的な生産・消

費・廃棄から資源循環型社会への移行を推進していきます。 

 

 

 

 

 

［図 6］循環型社会への移行イメージ 

 
 

３ 目標達成のための施策 
 
以下に挙げる３つのＲ 

（１）リデュース（発生抑制） 

（２）リユース（再使用） 

（３）リサイクル（再資源化） 

を施策の柱とします。 

 

 

 

資
源
化
量
の
増
加 

現 

在 

ご

み

と

な

っ

て

い

る

も

の 

 容器包装リサイクル法 

可 燃 ご み      

不 燃 ご み      

粗 大 ご み      

資 源      

ごみにしない工夫 

減量化対策 

リサイクル可能なものの選別 

家電リサイクル法の推進 

エネルギー利用 

リサイクル施策 

さらなる推進 

リサイクル方法の工夫 

再
使
用 

リデュース 

リユース 

集団回収 

事業所内リサイクル 

施設に搬入されるごみ 
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（１）構成市町と広域行政の方策  

排出抑制は住民の方々の協力が必要不可欠の条件であり、直接住民の方々の窓口となる構成

市町と連携を密にしながら次の施策を推進していきます。 

 

ア 資源ごみの分別収集の強化（リサイクル） 

    町内会単位のきめ細やかな啓発活動により、資源ごみ回収率の向上を図る。 

  イ 不用品の再生利用（リユース） 

    リサイクル工房の自転車と家具の再生事業を広く住民にＰＲすると共に、不用品の再利用

のための情報提供など、再使用推進に努める。 

  ウ 資源化施設の維持管理 

    容リ法に基づき、ペットボトル及びその他容器包装プラスチック類の資源化をより一層進

めていくため、適正な維持管理を行う。 

  エ 余熱利用 

  資源化出来ないごみは、環境保全のため適正処理を行う。焼却施設では、焼却熱を利用し

た発電を行い、施設の運転電力を賄っており、余剰電力は売電している。また、余熱は給湯・

空調の熱源として利用している。 

今後は広く住民の方々に廃棄物のエネルギーについて認識を深めてもらえるよう余熱利

用施設を整備し、省資源化の啓発を図る。 

オ 資源ごみの回収率の向上と排出抑制（リサイクル・リデュース） 

  ごみの分別を徹底し、資源ごみの回収率をあげると共に、一般廃棄物の排出事業所に対し

て資源化率の向上をＰＲして、処理ごみ量を減らしていく。 

カ 生ごみ堆肥化の推進（リサイクル・リデュース） 

  生ごみの水切りをＰＲすると共に、生ごみの堆肥化を推進するため、ボカシ作りの助成、

生ごみ処理器への助成等、構成市町の特色を生かした取り組みを行う。 

キ 指定ごみ袋・有料化の充実（リサイクル・リデュース） 

  ごみの分別を徹底することにより、ごみの減量化及び資源化率の向上を図り、排出量に応

じた経費負担の公平化を明確にするため有料化制度の見直しを検討する。 

ク 民間資源化施設の活用（リサイクル・リデュース） 

  事業系の木くず等について、民間の資源化施設で資源化出来るようなシステムの構築を検

討していく。 

ケ 環境教育、啓発活動の充実（３Ｒ） 

住民、事業者、各種団体を対象とした、循環型社会形成に向けた３Ｒ運動の推進のための

啓発活動を充実させていくと共に、循環型社会に対する社会意識を醸成するために、学校や

地域団体のごみ処理施設の見学等、教育的啓発活動に取り組む。 

コ イベント等の啓発活動 

不用品交換会、バザー等への積極的な支援を行うと共に、将来は行政主催の３Ｒに向けた

イベントを企画する。 

サ ３Ｒ普及講座の充実とパンフレットの作成（３Ｒ） 

  構成市町で開催している「３Ｒ普及啓発講座」の充実を図ると共に、３Ｒや環境保全に関

するパンフレットを作成し、住民、子供、事業者に配布する。 

シ 広報やホームページ等で定期的に啓発活動を行う。（３Ｒ） 

  構成市町及び組合が一体になって３Ｒに取り組み、組合の施設見学や広報・ホームページ

等で、定期的な住民への啓発を行う。 
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ス 事業者への減量化・資源化指導の充実（３Ｒ） 

構成市町の一般廃棄物処理計画に、事業系ごみの減量化・資源化対策を盛り込み、多量排

出事業所には、事業者による循環型社会形成推進のための自発的な取り組みを指導要請して

いく。 

セ 庁用品、公共関与事業での再生品使用の促進（リサイクル・リデュース） 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づいて庁用

品に再生品を積極的に使用すると共に公共事業についても再生材料の利用の促進を進める。 

また、休憩時間、退庁後の確実な消灯など無駄な消費をしない運動を進めていく。 

ソ 情報の提供 

住民が不用品の交換等が行いやすいよう情報等を提供する。 

タ 集団回収の推進（リサイクル・リデュース） 

集団回収を推進するための地域活動を広報等でＰＲすると共に、有料化の一部また

は、資源物の売却代の一部を補助金に充てることなどの検討を行う。 

チ 拠点回収店舗への協力要請（リサイクル・リデュース） 

拠点回収を行う店舗等の協力を要請するとともに、拠点回収場所の広報への掲載などによ

り、より多くの資源回収を進める。 

 

 

（２）住民が行う方策  

住民の方々には、ごみの排出者として減量や適正処理について、廃掃法の規定等により、国

及び地方公共団体の施策に協力しなければならないことになっています。 

そのため循環型社会形成に向けて構成市町のごみ処理計画に基づく施策に対して積極的に参

画、協力していただきます。 

 

ア 分別の徹底（リサイクル・リデュース） 

分別収集計画に従って徹底した分別排出を行い、減量化、資源化及び適正処理に協力する。 

イ リユースとリサイクルの徹底 

ごみとして排出する前に再使用、再利用を考え、減量化に努めると共に、台所の生ごみの

堆肥化などの資源化も積極的に取り入れる。 

ウ マイバッグ運動の推進と実践（リサイクル・リデュース） 

レジ袋を減らすため、マイバックを持って買い物に行くなどの運動を推進し、不用な包装

から出るごみを減らし、減量化、省資源化に努める。 

  エ 再生品の使用など（リユース） 

再生品の購入や使用を推進し、使い捨て品の使用を自粛して、循環型社会づくりに貢献し

ていく。 

オ 無駄のない計画的な購入（リデュース） 

食品、日用品などは計画的な購入を心がけ、例えば、冷蔵庫の中で食品を腐らせないなど、

ものを無駄にしない工夫をする。 

カ 無駄にしない食べ物の利用（リデュース） 

料理を工夫して食べられるものは、無駄にせず、全て使い切る。 

キ 生ごみの水切りの徹底（リデュース） 

生ごみを出す場合は、できるだけ水切りを行うことで、ごみの量を減らす。 

ク 生ごみの堆肥化（リサイクル・リデュース） 

生ごみは、構成市町の補助等による堆肥化を行うことで、ごみの量を減らすとともに、堆

肥化によるリサイクルを推進する。 
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ケ 脱過剰包装（リデュース） 

マイバッグ運動の推進とともに、私用物は包装しない。また、贈答品も、できる限り簡易

包装とするよう心がける。 

コ 使い捨て商品の不使用（割ばしや紙皿等）（リデュース） 

  必要な場合以外は、使い捨て商品は使用しないことを心がける。「洗えば使える」「もっ

たいない」意識が、ごみの減量だけではなく、地球環境の保全に大きな影響を与えることを

自覚する。 

サ 詰め替えできる製品の積極的利用（リサイクル・リデュース） 

シャンプー、石鹸、化粧品、飲料、プリンターインクなど、詰め替えが可能な商品をでき

るだけ使用することを心がける。 

シ 耐久性のある商品の積極的利用（リデュース） 

  消費社会ではなく、循環型社会を形成するために耐久性のある商品を購入することで、長

く使うとともに、次世代も使用できるものを使うことを心がける。 

ス 不用品の再使用（リユース） 

不用品は捨てず、不用品交換会、フリーマーケット及び市町の資源に出すよう心が

ける。 

セ リサイクルショップ・レンタルショップの利用（リサイクル） 

生活に充分間に合うものはリサイクルショップを利用する。また、家庭で不用にな

ったもので、リサイクルショップに出せるものは出す。 

ソ リターナブルびんの利用促進（リサイクル） 

ビールびん、一升びんなど、リターナブル製品（何回も再使用できるもの）をでき

るだけ使い、リサイクルできるよう心がける。 

タ 使い捨ての自粛（リデュース） 

    壊れたものでも、修理できるものはできるだけ修理して使用するよう心がける。 

チ エコ商品、再生品等の積極的利用（リサイクル） 

資源循環のために、エコ商品や再生品を積極的に利用する。 

ツ 資源物分別の徹底（リサイクル・リデュース） 

  びん、缶、ペットボトル、紙、布類などの資源物は、きちんと分別し、ルールに従って資

源ごみとして排出する。 

テ 自治会活動への協力 

  自治会が行う集団回収や美化運動には積極的に参加し、協力する。 

     

 

（３）事業者が行う方策 

事業者は、事業活動に伴って生じるごみの資源化を図り、減量化に努めると共に、国及び地

方公共団体の施策に協力する責任があります。 

したがって循環型社会形成のために構成市町のごみ処理基本計画に基づく施策に対して積極

的に参画、協力していただきます。 

 

ア 事業活動で生じるごみの減量対策 

建設リサイクル法等に関わらないものであっても、「ごみを減らすことは、会社の利益」で

あることを心がける。 

イ 過剰包装の抑制 

過剰包装を抑制することで、ごみの減量と資源の保存に貢献するとともに、消費者にも「過

剰包装廃止の店」をアピールする。 
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ウ 製品流通梱包材の再資源化と再利用 

取り扱い商品の梱包材などを減らすことによる無駄をなくす努力を行うとともに、「通い

箱」を積極的に利用し、梱包材等の再利用及び再生を心がける。 

エ 再生品使用の推進 

できる限り再生品を使うことを推奨し、使い捨て品の使用を自粛して、循環型社会づくり

に貢献する。 

オ マイバック持参の推奨（優遇措置） 

商店は、マイバッグのお客に対する優遇措置等の検討を行う。１店舗のみでは困難でも、

商店街全体または商工会議所等で対応するなどの検討を行う。 

カ 量り売り商品の促進 

可能な商品は、消費者が必要な量だけ買えるようにし、トレイなどを極力使わない。 

キ 旅館・飲食店等での堆肥化 

食品廃棄物を扱う事業者は、農家などと協力して堆肥化を行うよう心がける。 

ク ダイレクトメールやポスティング、チラシの減量 

必要なもの以外のダイレクトメールやポスティングなどの量を減らす。 

ケ リターナブル商品の積極的な製造・販売 

リターナブルびん（生きびん）を積極的に取り扱う。 

コ 再利用・再生のための工夫 

再利用または再生しやすい製品となるよう、商品ラベルをはがしやすくする。 

サ 食品トレイ、牛乳パック等の回収拠点の設置 

大規模店は独自で、小規模店は商店街で消費者の見やすい位置に回収拠点を設ける。 

シ デポジット制の検討 

商店街でデポジット制度の検討を行う。 
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第２節 最終処分計画 

  循環型社会形成に向けて、リサイクルを推進して最終処分量の減量化に努めていきますが、最

終的に埋立せざるを得ないものについては、環境保全を考慮し埋め立て処分すると共に、長期的

に処分場を確保できるよう計画していきます。 

  一方、現在の最終処分場は平成 22 年度で満杯になる予定のため、安全かつ安定的な最終処分

を確保するため、新たな処分場を建設する予定です。 

 

１ 最終処分対象物 

    最終処分物は、焼却処理または破砕・選別処理によって減容化、安定化し、無害化処理した

ものとします。また、土砂・ガレキ等、そのまま埋立処分した方が安定処分できるものは、そ

のまま埋め立てます。 

   最終処分の対象物は、基本的には、次のとおりとします。 

 （１）焼却処理施設からの焼却残さ 

    主灰及び飛灰（安定化処理したもの） 

 （２）粗大ごみ処理施設（破砕処理）からの不燃残さ 

 （３）構成市町からの側溝清掃土 
 

２ 維持管理 

   最終処分は、処分後埋立物が安定するまで環境に悪影響を与えないよう管理していかなけれ

ばなりません。そのため、現在の処分場が満了した後についても、新たな処分場を整備すると

ともに、現在の処分場から排出される浸出水は、安定化が完了するまで確実な処理を行うこと

で、長期的な環境保全に努めるものとします。 

 

３ 整備計画 

 （１）整備スケジュール 

平成 23 年度から供用開始する新たな処分場整備を計画していきます。そのための整備工程

は、［表４］のとおりとします。 

［表４］最終処分場整備工程 

 

 （２）施設計画概要 

   ア 用地：現在の処分場隣接の当組合所有地を利用する。 

   イ 規模：埋立容量…約 90,000 ㎥ 

   ウ 特徴：浸出水処理施設は、現在の施設を延命使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

18 19 20 21 22 23 24

　　年度
施設

共用開始設計等

平　　成

最終
処分場

建設工事
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12 廃棄物処理（平成 22 年度処理状況） 

 (１) 処理概要 

ア し尿処理 

 

イ ごみ処理 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊浅川最終処分場浸出水処理施設汚泥 109ｔを含む。 

 

ウ 死亡獣畜保管 

 

生し尿 

31,016 ㎘ 

浄化槽汚泥 

35,826 ㎘ 

ごみ汚水 

27 ㎘ 

 

 

 

処  理 

66,869 ㎘ 

埋立（民間） 

2,715ｔ 

焼却 

406ｔ 

（選別可燃物）

588ｔ 

（不燃残渣） 

1,527ｔ

可燃ごみ 

50,126ｔ 

不燃ごみ 

3,107ｔ 

埋立＊ 

8,202ｔ

し尿し渣、

その他 

406ｔ

手選別 

圧縮梱包 

1,581ｔ

焼却 

51,482ｔ

破砕 

2,729ｔ

ペットボトル 375ｔ 資
源
物 プラ容器    844ｔ 

鉄     586ｔ 有
価
物 アルミ   28ｔ 

（焼却残渣）

6,188ｔ 

（不適物）

362ｔ 

（土砂ガレキ等）378ｔ 

資源ごみ 

 1,581ｔ 

冷凍保管 

696 頭 家畜処理処分場
大動物  41 頭 

中動物  655 頭 
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(２) し尿処理施設 

ア 概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年度別施設別処理状況 

                              (単位：㎘)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 米沢ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 南陽ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 長井ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 合  計 

生 し 尿 16,357 9,187 9,495 35,039 

浄化槽汚泥 11,680 14,935 10,460 37,075 

ごみ汚水 0 0 27 27 

平
成
20
年
度 

計 28,037 24,122 19,982 72,141 

生 し 尿 15,392 8,748 8,817 32,957 

浄化槽汚泥 11,561 15,419 10,744 37,724 

ごみ汚水 0 54 45 99 

平
成
21
年
度 

計 26,953 24,221 19,606 70,780 

生 し 尿 14,485 8,282 8,249 31,016 

浄化槽汚泥 10,661 14,722 10,443 35,826 

ごみ汚水 0 0 27 27 

平
成
22
年
度 

計 25,146 23,004 18,719 66,869 

生し尿   13,887 kℓ 米
沢
市 浄化槽汚泥 10,315 kℓ 

生し尿    3,840 kℓ 南
陽
市 浄化槽汚泥  6,904 kℓ 

生し尿    1,705 kℓ 高
畠
町 浄化槽汚泥  3,389 kℓ 

生し尿   2,737 kℓ 川
西
町 浄化槽汚泥  4,429 kℓ 

生し尿    3,586 kℓ 長
井
市 浄化槽汚泥  4,935 kℓ 

生し尿    2,167 kℓ 白
鷹
町 浄化槽汚泥  1,810 kℓ 

生し尿    1,019 kℓ 飯
豊
町 浄化槽汚泥  2,967 kℓ 

生し尿    2,075 kℓ 小
国
町 浄化槽汚泥  1,077 kℓ 

埋立 
990ｔ米沢クリーンセンター（処理） 

25,146 kℓ 

南陽クリーンセンター（処理） 

23,004 kℓ 

長井クリーンセンター（処理） 

18,719 kℓ 

焼却 

111ｔ

埋立 
1,121ｔ

焼却 

115ｔ

埋立 
604ｔ

焼却 

180ｔ※１※２ 

ごみ汚水 

27 kℓ

小国町 内訳 
※１長井クリーンセンター ※２米沢クリーンセンター 

生し尿   1,477 kℓ    生し尿    598 kℓ 
浄化槽汚泥  731 kℓ    浄化槽汚泥  346 kℓ 
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ウ 年度別市町別処理状況 

(単位：㎘) 

区 分 米沢市 長井市 南陽市 高畠町 川西町 白鷹町 飯豊町 小国町 合 計 

生し尿 15,528 4,252 4,397 1,887 2,903 2,511 1,174 2,387 35,039

浄化槽 11,093 5,246 7,233 3,704 3,998 1,984 2,735 1,082 37,075

平
成
20
年
度 計 26,621 9,498 11,630 5,591 6,901 4,495 3,909 3,469 72,114

生し尿 14,681 3,943 4,064 1,802 2,882 2,365 1,084 2,136 32,957

浄化槽 11,100 5,146 7,359 3,518 4,542 2,030 2,852 1,177 37,724

平
成
21
年
度 計 25,781 9,089 11,423 5,320 7,424 4,395 3,936 3,313 70,681

生し尿 13,887 3,586 3,840 1,705 2,737 2,167 1,019 2,075 31,016

浄化槽 10,315 4,935 6,904 3,389 4,429 1,810 2,967 1,077 35,826

平
成
22
年
度 計 24,202 8,521 10,744 5,094 7,166 3,977 3,986 3,152 66,842

 

エ し尿処理施設概要 

 

区   分 米沢クリーンセンター 南陽クリーンセンター 

所  在  地 米沢市春日四丁目１番20号 南陽市露橋620番地 

１･２次 標準脱窒素処理方式

処 理 方 法 
高度処理 

凝集浮上分離オゾン

酸化ろ過処理方式 

高負荷脱窒素処理方式 

処 理 能 力 140㎘／日 85㎘／日 

建 設 年 度 昭和58～59年度 平成元～２年度 

運転開始年月 昭和60年４月 平成３年４月 

 

区   分 長井クリーンセンター 

所  在  地 長井市舟場30番１号 

処 理 方 法 
嫌気性消化処理方式 

（活性汚泥法） 

処 理 能 力 85㎘／日 

建 設 年 度 昭和53～54年度 

運転開始年月 昭和55年４月 

※ 平成15年４月１日に小国クリーン

センターし尿処理施設を廃止 
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(３) ごみ処理施設 

ア 概要図 

 

  （ア）資源ごみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ｔ未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。 

 

（イ）可燃ごみ 

※ １ｔ未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。 

 

 

生活系 12,592ｔ 米
沢
市 事業系  9,681ｔ 

生活系  3,701ｔ 長
井
市 事業系  2,609ｔ 

生活系  5,099ｔ 南
陽
市 事業系  3,038ｔ 

生活系  3,099ｔ 高
畠
町 事業系  1,149ｔ 

生活系  1,787ｔ 川
西
町 事業系  1,532ｔ 

生活系  2,012ｔ 白
鷹
町 事業系   577ｔ 

生活系    912ｔ 飯
豊
町 事業系   681ｔ 

千代田クリーンセンター 

（焼 却） 

51,482ｔ 

焼却灰埋立

6,188ｔ

可燃物 

950ｔ

し尿処理施設

からの可燃物

406ｔ

千クプラザ  362ｔ

長ク粗大   588ｔ

米ク  111ｔ 

南ク  115ｔ 

長ク  180ｔ 

委託・自己搬入

許可・自己搬入

生活系  1,338ｔ 小
国
町 事業系   319ｔ 

ペットボトル 172ｔ 米
沢
市 プラ容器   564ｔ 

ペットボトル 52ｔ 長
井
市 プラ容器   114ｔ 

ペットボトル 73ｔ 南
陽
市 プラ容器   151ｔ 

ペットボトル 38ｔ 高
畠
町 プラ容器   142ｔ 

ペットボトル 28ｔ 川
西
町 プラ容器   60ｔ 

ペットボトル 31ｔ 白
鷹
町 プラ容器   44ｔ 

ペットボトル 12ｔ 飯
豊
町 プラ容器   27ｔ 

ペットボトル 19ｔ 小
国
町 プラ容器   54ｔ 

 

千代田クリーンセンター

 

（手選別・圧縮梱包） 

1,581ｔ

資源物 

ペットボトル 

375ｔ

プラスチック 

844ｔ

焼却 

362ｔ

委託
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（ウ）不燃ごみ（米沢市、南陽市、高畠町、川西町、小国町は土砂ガレキ等を除く） 

 

 

※ １ｔ未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。 

 

 

（エ）土砂ガレキ等の不燃物 

 

※ １ｔ未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

生活系   936ｔ 米
沢
市 事業系   302ｔ 

生活系   303ｔ 長
井
市 事業系    8ｔ 

生活系   338ｔ 南
陽
市 事業系   40ｔ 

生活系   195ｔ 高
畠
町 事業系    19ｔ 

生活系   218ｔ 川
西
町 事業系   13ｔ 

生活系   134ｔ 白
鷹
町 事業系    5ｔ 

生活系    65ｔ 飯
豊
町 事業系    2ｔ 

生活系   142ｔ 小
国
町 事業系    9ｔ 

長井クリーンセンター 

（破砕処理） 

2,729ｔ 

有価物 

鉄 類 

 586ｔ

アルミ 

28ｔ

埋 立 

1,527ｔ

焼 却 

588ｔ

委託・自己搬入

許可・自己搬入

米
沢
市
事業系   142ｔ 

南
陽
市
事業系   152ｔ 

高
畠
町
事業系    73ｔ 

小
国
町
事業系   11ｔ 

浅川最終処分場 

8,202ｔ

焼却処理施設 
（焼却残渣） 

6,188ｔ

破砕処理施設 
（不燃残渣） 

1,527ｔ

浸出水処理施設 
（脱水汚泥） 

109ｔ

自己搬入
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イ 年度別施設別処理状況 

（ア） リサイクルプラザ 

区 分 千代田クリーンセンター （単位：ｔ） 

平成 20 年度 1,715 

平成 21 年度 1,641 

平成 22 年度 1,581 
 
（イ） ごみ焼却処理施設 

区 分 千代田クリーンセンター （単位：ｔ） 

平成 20 年度 54,341 

平成 21 年度 53,206 

平成 22 年度 51,482 
 
（ウ） 粗大ごみ処理施設 

区 分 長井クリーンセンター （単位：ｔ） 

平成 20 年度 3,147 

平成 21 年度 3,093 

平成 22 年度 2,729 
 
（エ） 埋立処分施設 

区 分 浅川最終処分場 （単位：ｔ） 

平成 20 年度 8,349 

平成 21 年度 8,469 

平成 22 年度 8,202 

 

 

ウ 年度別市町別処理状況 

（単位：ｔ） 

区 分 米沢市 長井市 南陽市 高畠町 川西町 白鷹町 飯豊町 小国町 合計 

資源 812 176 251 186 93 87 41 69 1,715

可燃 23,366 6,667 8,674 4,586 3,293 2,682 1,535 1,860 52,663

不燃 1,617 365 611 316 268 157 79 181 3,594

平
成
20
年
度 計 25,795 7,208 9,536 5,088 3,654 2,926 1,655 2,110 57,972

資源 756 165 254 184 89 88 39 66 1,641

可燃 22,972 6,567 8,429 4,485 3,334 2,624 1,552 1,722 51,685

不燃 1,547 353 578 325 266 151 77 197 3,494

平
成
21
年
度 計 25,275 7,085 9,261 4,994 3,689 2,863 1,668 1,985 56,820

資源 736 166 224 180 88 75 39 73 1,581

可燃 22,273 6,310 8,137 4,248 3,319 2,589 1,593 1,657 50,126

不燃 1,380 311 530 287 231 139 67 162 3,107

平
成
22
年
度 計 24,389 6,787 8,891 4,715 3,638 2,803 1,699 1,892 54,814
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エ ごみ処理施設概要 

千代田クリーンセンター 
区    分 

リサイクルプラザ ごみ焼却処理施設 

所  在  地 高畠町大字夏茂2933番地 

処 理 方 式 圧縮梱包・コンテナ積替方式 全連続燃焼方式 

処 理 能 力 
ペットボトル2.2ｔ／日 
プラスチック11.3ｔ／日 
不燃ごみ中継21.0ｔ／日 

255ｔ／24ｈ 
（85ｔ／24ｈ×３基） 

建 設 年 度 平成13年度 平成８～10年度 

運転開始年月 平成14年４月 平成11年４月 
 

長井クリーンセンター 
区    分 

粗大ごみ処理施設 

所  在  地 長井市舟場30番1号 

処 理 方 式 横型衝撃せん断回転処理方式 

処 理 能 力 30ｔ／５ｈ 

建 設 年 度 平成４～５年度 

運転開始年月 平成６年３月 
 

長井クリーンセンター 
区    分 

長井リレーセンター 小国リレーセンター 

所  在  地 長井市舟場30番１号 小国町大字沼沢1616番地 

処 理 方 式 コンパクタ・コンテナ方式 コンテナ積替方式 

処 理 能 力 52ｔ／6ｈ 受入ホッパ４基 

建 設 年 度 平成10～11年度 平成５年度 

運転開始年月 平成11年７月 平成６年３月 

 

オ 最終処分場概要 

千代田クリーンセンター 
区   分 

浅川最終処分場 

所 在 地 米沢市大字浅川1908番地 

処 理 方 式 サンドイッチ処理方式 
浸出水処理施設 
接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過 

処 理 能 力 85㎘／日 

埋立地面積  50,300㎡ 

埋立地容量 234,100㎥ 

 

カ 最終処分場跡地利用公園概要 

千代田クリーンセンター 
区   分 

最終処分場跡地利用公園 

所 在 地 米沢市大字浅川1908番地 

名称及び広場 
浅川ふれあい公園 
（多目的グランド、緑の交流広場、桜ふれあい広場） 

公 園 面 積  41,000㎡ 

利用開始年月  平成18年10月 

 

 



- 44 - 

（4）死亡獣畜保冷施設 

  ア 概要図 

イ 市町別種類別保管状況                 （単位：頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 年度別市町別保管状況                          （単位：頭） 

年度 米沢市 長井市 南陽市 高畠町 川西町 白鷹町 飯豊町 小国町 合計 

大動物 5 6 3 3 5 3 9 0 34 

中動物 60 45 109 71 67 98 88 6 544 

平
成
20
年
度 計 65 51 112 74 72 101 97 6 578 

大動物 6 2 1 6 5 2 22 0 44 

中動物 65 55 109 82 59 106 115 9 600 

平
成
21
年
度 計 71 57 110 88 64 108 137 9 644 

大動物 7 4 2 3 7 4 13 1 41 

中動物 77 40 135 70 72 148 99 14 655 

平
成
22
年
度 計 84 44 137 73 79 152 112 15 696 

大 動 物 中 動 物 
市町名 

成牛 成馬 子牛 子馬 めん羊 山羊 豚 
合計 

米沢市 7 0 61 0 2 0 14 84 

長井市 4 0 40 0 0 0 0 44 

南陽市 2 0 135 0 0 0 0 137 

高畠町 3 0 70 0 0 0 0 73 

川西町 7 0 72 0 0 0 0 79 

白鷹町 4 0 148 0 0 0 0 152 

飯豊町 13 0 99 0 0 0 0 112 

小国町 1 0 14 0 0 0 0 15 

合計 41 0 639 0 2 0 14 696 

大動物   7 頭 米
沢
市 中動物   77 頭 

大動物   4 頭 長
井
市 中動物   40 頭 

大動物   2 頭 南
陽
市 中動物  135 頭 

大動物   3 頭 高
畠
町 中動物   70 頭 

大動物   7 頭 川
西
町 中動物   72 頭 

大動物   4 頭 白
鷹
町 中動物   148 頭 

大動物    13 頭 飯
豊
町 中動物   99 頭 

大動物   1 頭 小
国
町 中動物   14 頭 

死亡獣畜保冷センター 

 大動物  41 頭 

 中動物 655 頭 

・所在地 

  川西町大字玉庭 6746 番地の７ 

・保管方式 

  冷凍保管 

・収容能力 

  大動物 5 頭 

・建設年度 

  昭和 53 年度 

・運転開始年月 

  昭和 54 年 4 月 
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13 養護老人ホーム 

(１) 施設の概要 

名   称 養護老人ホーム南陽やすらぎ荘 

住   所 南陽市三間通1065番地 

設 置 許 可 昭和49年８月１日 

事 業 開 始 昭和49年９月１日 

入 所 定 員 100名 

敷 地 面 積 12,429.60㎡ 

建物の構造 補強コンクリートブロック造一部２階建て 

１階 1,701.11㎡ 

２階 736.72㎡ 建物の面積 

延べ 2,437.83㎡ 

２人室････ 48室 (１階24室、２階24室) 
居   室 

１人室････ ４室 (１階２室、２階２室) 

建 設 年 度 昭和48～49年度 

 

(２) 入所者の状況（Ｈ23.3.31 現在） 

ア 市町別         （単位：人） 

年度中増減 年度中増減 
市町別 

Ｈ21年度 

末現在 増 減 

Ｈ22年度 

末現在 
市町別

Ｈ21年度

末現在 増 減 

Ｈ22年度 

末現在 

男  4  4 男 10 1 2 9

女 13  1 12 女 14 2 1 15
米
沢
市 計 17  1 16

川
西
町 計 24 3 3 24

男  9 2 3 8 男  1   1

女 33 3 5 31 女   
南
陽
市 計 42 5 8 39

そ
の
他 計  1   1

男  6  6 男 30 3 5 28

女  9 2 1 10 女 69 7 8 68
高
畠
町 計 15 2 1 16

合 

計 計 99 10 13 96

 

イ 年齢別         （単位：人） 

性別 64歳以下 65～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 計 平均年齢

男  3 14 9 2 28 78.3歳 

女  3 21 28 16 68 82.6歳 

計  6 35 37 18 96 81.4歳 
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ウ 在荘期間                            （単位：人） 

性別 １年未満 1～3年 3～5年 5～10年 10～15年 15～20年 20年以上 合 計 
平均在

荘期間

男 3 3 9 7 3 2 1 28 5年9月

女 7 8 13 21 10 4 5 68 7年1月

計 10 11 22 28 13 6 6 96 6年8月

 

エ 入荘前の状況                         （単位：人） 

入荘前の状況 男 女 計 備 考 

家族（子供や孫）と同居 6 12 18  

親族と同居 6 8 14  

単身生活者 12 34 46  

特別養護老人ホーム 1 2 3 ショートステイ含む 

老人保健施設 2 3 5  

特養・老健以外の老人施設 2 2  

医療機関 2 2 4  

他の施設（救護･授産施設等） 4 4  

その他  

合 計 29 67 96  

 

オ 費用徴収の本人負担金                     （単位：人） 

本人負担金（月額） 人数 本人負担金（月額） 人数 

本人負担金無し 15 30,000円～ 50,000円 35

5,000円未満 12 50,000円～100,000円 13

 5,000円～10,000円 5 100,000円以上 

10,000円～20,000円 12  

20,000円～30,000円 4 合 計 96

 

カ 退荘者の状況（S49.9.1～Ｈ23.3.31）              （単位：人） 

退 荘 の 状 況 男 女 計 備  考 

荘内で 12 21 33 死 

亡 病院で 85 93 178 

自立 6 5 11 

家族引取り 6 22 28 

他の養護老人ホームへ 4 2 6 

特別養護老人ホームへ 34 78 112 

軽費老人ホームへ 1 1 

退 

荘 

長期入院のため措置解除 11 17 28 

合 計 159 238 397  
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14 広域交流拠点施設 

施設の概要 

名   称 広域交流拠点施設（余熱利用施設） 

愛   称 置賜スポーツ交流プラザ「湯るっと」 

住   所 高畠町大字夏茂3030番地 

開業年月日 平成21年４月11日 

敷 地 面 積 40,905㎡ 

建物の構造 鉄筋コンクリート造、地上２階 

建物の面積 2,036㎡ （延床面積） 

施 設 内 容 

温水プール（6コース、25ｍ×15ｍ、水深1.0～1.2ｍ、スロープ付属）、 

浴室（サウナ付属）、スタジオ、トレーニングルーム、 

パークゴルフ場（18ホール、面積約12,000㎡）、芝生広場（面積約7,000

㎡）、駐車場（80台分） 

整 備 年 度 平成20年度 

この施設は、置賜地方拠点都市地域基本計画に基づき整備されたものであり、広域交流、

健康増進及び環境教育を基本方針としながら、心と身体の健康づくりをサポートする施設、

自然と触れあいながら環境共生の心を育む施設を目指している。 

また、千代田クリーンセンターのごみ焼却により発電した電気を使用するオール電化の施

設であり、運営については指定管理者制度（利用料金制度）を採用している。 
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Ⅲ 新置賜広域ふるさと市町村圏計画 
 

１ 基本構想・基本計画 

(１) 期 間 

平成 14 年度～平成 23 年度 

(２) 圏域の将来像 

奏であう人と花 おきたま新世紀 

(３) 施策の体系 

 

２ 広域活動計画 

(１) 基本方針 

置賜地域は、縄文文化、ぶな文化、上杉文化、個性豊かな地域の自然に根ざした文化など、

住む人々が自信と誇りを持って多様な文化をはぐくんできた地域です。 

各市町では、それぞれの地域文化の中で、考古、歴史、民俗、文芸などの多様な文化施設を

生かした文化活動を展開し、これらに加え国際的な文化交流、地域学の開催などの文化学習が

盛んに展開されています。 

このような文化環境の特色を生かして、文化、歴史、民俗などの施設を結ぶネットワークを

形成し、人と人との相互交流を深めることにより新たな地域文化創造の可能性を高めていく必

要があります。 

奏
で
あ
う
人
と
花 

お
き
た
ま
新
世
紀 

〜
快
適
で
活
力
の
あ
る
圏
域
を
目
指
し
て
〜 

(将来像) (基本目標) (分野別課題) 

広域連携で未来を拓く都

市圏づくり 

やすらぎに満ちた快適な

生活圏づくり 

特色にあふれ活力ある産

業圏づくり 

創造性豊かな教育文化圏

づくり 

主体的な市民活動による

ふるさと置賜圏づくり 

道路交通基盤・公共交通網の整備 

情報通信基盤の整備 

広域連携の推進 

 

環境と調和した居住空間の創造 

安全・安心な生活の確保 

環境の保全と景観の創造 

癒しとやすらぎに満ちた置賜の創造 

新たな雪観の創造 

 

起業家づくりの推進 

農林業の振興 

商業・サービス業の振興 

工業の振興 

観光・レクリエーション産業の振興 

 

生涯学習・地域スポーツの振興 

教育の振興 

芸術・文化の振興 

 

男女共同参画社会の形成 

ボランティア・ＮＰＯの支援と創造 

国際社会への対応 
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また、置賜を活力に満ちた地域としていく主体は、住む人々であることから、地域を創造し

いきいきと活躍する人材を育成することも重要です。 

広域活動計画では、人と文化の交流が活発で、人と花の奏であう新しい置賜の創造を目指す

ために、「広域的交流活動の促進と広域的人材の育成活用事業」をテーマとした事業を展開し

ます。 

① 広域的交流活動の促進 

圏域の自然風土、歴史、文化を見直し、文化施設や文化事業、人材などのネットワーク

化を関係市町と連携して推進するとともに、圏域の魅力や特色を内外に情報発信し、住民

の文化や自然との出会いの機会を拡充して、新たな交流が広がる環境づくりを推進します。 

② 広域的人材の育成活用事業 

住民の積極的参加による地域づくりを一層推進するため、圏域の資源や特性を積極的に活

用し、交流広がる活力と潤いのある圏域づくりや各産業を担う意欲のある人材を発掘・育成

し、それらの人材を中心とした広域的な活動が展開できるよう支援します。 

 

(２) 置賜広域ふるさと市町村圏基金 

① 基金の造成 

基金は、山形県の助成金及び構成市町の出資金により、平成元年度及び平成２年度で造

成しています。 

ａ．山形県の助成金の額 

１億円 

   ｂ．構成市町の出資金の額及び算出方法 

構成市町合計で９億円となり、算出方法は以下のとおりです。 

(a) 人口割 70％（昭和 63 年１月１日現在の住民基本台帳人口の構成比で按分） 

(b) 調整割 20％（関係市町の昭和 63 年度当初の基準財政需要額の構成比で按分） 

(c) 平等割 10％ 

②基金の造成内訳 

（単位：千円） 

区 分 平成元年度 平成２年度 合 計 

助成金(山形県) 50,000 50,000 100,000 

米沢市 147,600 147,600 295,200 

長井市 58,500 58,500 117,000 

南陽市 63,495 63,495 126,990 

高畠町 50,490 50,490 100,980 

川西町 42,030 42,030 84,060 

白鷹町 36,540 36,540 73,080 

飯豊町 24,165 24,165 48,330 

出

資

金 

小国町 27,180 27,180 54,360 

合 計 500,000 500,000 1,000,000 
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③ 基金の運用 

基金の運用は経済状況に応じて金融機関への預貯金のほか債券運用等、安全・確実かつ

効率的な方法により行い、その果実で実施計画に基づく事業を実施します。 

基金の経理については、一般会計と区別して置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏事

業費特別会計設置により行います。 

④ 基金の取り崩し 

平成２１年度に供用を開始した広域交流拠点施設（余熱利用施設）整備事業費の一部に充

てるため、平成２０年度に基金の一部を取り崩しており、その内訳は次のとおりです。 

 

（単位：千円） 

区 分 取崩し額 取崩し後残額

助成金（山形県） － 100,000 

米沢市 147,600 147,600 

長井市 58,500 58,500 

南陽市 63,495 63,495 

高畠町 50,490 50,490 

川西町 42,030 42,030 

白鷹町 36,540 36,540 

飯豊町 24,165 24,165 

出 

資 

金 

小国町 27,180 27,180 

計 450,000 550,000 
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(３) 実施計画          （単位：千円） 

広域的交流活動の促進 区
分 情報発信事業 ふるさと再発見事業 

広域的人材の育成活用事業 事務費 

14
年
度 

(1,167) (169)   (210) (177) (1,152) 

15
年
度 

(1,417) (427) 

事業推進の内部検討 

置賜サイン計画 

(1,374) 

(200) (59) (797) 

16
年
度 

(1,794) (429) 

事業推進準備会の開催 

(179) 

置賜サイン計画 

(949) 

地
域
づ
く
り
団
体
支
援
事
業 (300) (105) (664) 

17
年
度 

(1,219) (479) 

住民主導のワークショ

ップによるテーマ別広

域ルートマップの作成 

(232) 

 (0) (72) (559) 

18
年
度 

(1,648) (156) 

おきたま座談会による

テーマ別広域ルートマ

ップの作成 

(557) 

(0) (28) (523) 

19
年
度 

(1,624) (131) (0) (29) (416) 

20
年
度 

(2,633) (137) (0) (109) (381) 

21
年
度 

(2,023) (131) 

テーマ別広域ルートマ

ップを活用したイベン

トの開催 

(300×3 年) 

(0) (134) (414) 

22
年
度 

(1,954) (133) 

地域資源再発見に係る

シンポジウムの開催 

(400) 

(0) (201) (233) 

23
年
度 

広

 

域

 

広

 

報

 

誌

 

の

 

製

 

作

 

(2,300) 

ホ

 

ー

 

ム

 

ペ

 
ー

 

ジ

 

運

 

営

 

(150) 

地域資源再発見に係る

イベントの開催 

(300) 

地

域

づ

く

り

指

導

者

研

修

会 

(100) 

花

の

活

用

に

よ

る

地

域

グ

ル

ー

プ

支

援

事

業 

(140) (450) 



- 52 - 

３ 花咲き人成るいきいき置賜
ふるさと

（置賜広域ふるさと市町村圏計画広域活動計画）事業実績 

 平成２年度から１３年度までの計画期間である置賜広域ふるさと市町村圏計画広域活動計画

で実施した事業は下記一覧表のとおりである。 

 「花咲き人成るいきいき置賜
ふるさと

」をキャッチフレーズに、本圏域の特徴であるはっきりした四季

の移り変わり、花の公園等が数多く存在すること、伝統的に人材育成の気風が強いことなどを活

かし、「花と人材育成」に係るソフト事業を展開した。 

 これらのソフト事業を「花の北斗七星事業」とし、また、花に関する事業であることから、実

施期間を発芽期・開花期・結実期として実施した。 

 成果として、花のまちづくりが多面的・一体的に推進されたこと、各種事業をとおして人材育

成が図られ、広域的な地域づくりを推進する人材が育成されたことなどである。 

 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度

基本構想策定 ○

基本計画策定 ○

花壇設置等 ○
(高畠町・飯豊町)

○
(白鷹町・小国町)

○
(南陽市)

○
(長井市)

修繕
(南陽市)

○
(米沢市・川西町)

既存花壇等への植栽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

花壇整備助成金の交付 16団体×50万円 16団体×50万円 ８団体×40万円 ８団体×40万円 ８団体×40万円

花づくり講習会の開催 ○(６市町) ○(６市町) ○(３市町) ○(２市町) ○(３市町) ○(２市町) ○(２市町) ○(４市町) ○(４市町)

花活用美しい地域づく
り講演会

○
(米沢市)

○
(米沢市)

○
(川西町)

置賜花のセミナー ○
(長井市)

○
(南陽市)

○
(高畠町)

○
(川西町)

オープンガーデン
バスツアー

置賜花づくり読本作成 ○(５千部)

花と地域づくりデータ
ベース構築

○
(３万２千件)

○
(３万２千件)

○
(更新)

○
(更新)

ホームページ構築 ホームページ構築

置賜花と観光パンフ
レット作成・配布

○
(５万部)

○
(５万部)

○
(新版)

広域広報発行 ○(年１回) ○(年３回) ○(年３回) ○(年３回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回) ○(年２回)

置賜フラワーフェ
スティバル開催

花のイベントの開催  花Year2000開催

置賜サイン計画 広域観光案内板設置
○
(南陽市・高畠町・白
鷹町・小国町)

○
(米沢市・長井市・川
西町・飯豊町)

○部分更新
(南陽市・高畠町・白
鷹町・小国町)

○補修
(米沢市・小国町)

○補修
(白鷹町・飯豊町)

○補修
(長井市・南陽市)

○補修
(高畠町・川西町)

地域づくり調査隊
（国内）派遣事業

○(９名) ○(10名) ○(６名) ○(３名) ○(９名) ○(８名) ○(10名)

フラワー探検隊
（海外）派遣事業

○
(ヨーロッパ：８名)

○
(北米：５名)

○
(ヨーロッパ：５名)

○
(ヨーロッパ：４名)

○
(北米・カナダ：５名)

○
(ヨーロッパ：５名)

○
(ヨーロッパ：５名)

花の先進地視察 ○(16名) ○(16名)

おきたま研究所
設立・運営

○
(設立補助)

○
(運営補助)

○
(運営補助)

○
(運営補助)

○
(運営補助)

○
(運営補助)

○
(運営補助)

全国広域圏シンポジウム ○

全国ふるさと市町村圏
協議会総会

○

結　　実　　期

花の情報発信
基地づくり事業

地域や産業を支え
る人材育成事業

その他

　事　業　名　　　　　年　　　度

花の回廊整備事業

置賜花づくり事業

発　　芽　　期 開　　花　　期
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米沢市  〠 992-8501  米沢市金池五丁目２番２５号     ☎ 0238 (22) 5111 

長井市  〠 993-8601  長井市ままの上５番１号       ☎ 0238 (84) 2111 

南陽市  〠 999-2292  南陽市三間通４３６番地の１     ☎ 0238 (40) 3211 

高畠町  〠 992-0392  高畠町大字高畠４３６番地      ☎ 0238 (52) 1111 

川西町  〠 999-0193  川西町大字上小松１５６７番地    ☎ 0238 (42) 2111 

白鷹町  〠 992-0892  白鷹町大字荒砥甲８３３番地     ☎ 0238 (85) 2111 

飯豊町  〠 999-0696  飯豊町大字椿２８８８番地      ☎ 0238 (72) 2111 

小国町  〠 999-1363  小国町大字小国小坂町二丁目７０番  ☎ 0238 (62) 2111 

 

 

事 務 局        〠992-0012 米沢市金池三丁目１番５５号  ☎0238(23)3246 

米沢クリーンセンター  〠992-0044 米沢市春日四丁目１番２０号  ☎0238(22)7445 

長井クリーンセンター  〠993-0082 長井市舟場３０番１号     ☎0238(84)6911 

長井リレーセンター         同    上 

小国リレーセンター   〠999-1201 小国町大字沼沢１６１６番地  ☎0238(63)2251 

南陽クリーンセンター  〠999-2254 南陽市露橋６２０番地     ☎0238(43)2564 

南陽やすらぎ荘     〠999-2232 南陽市三間通１０６５番地   ☎0238(47)5541 

千代田クリーンセンター 〠999-2172 高畠町大字夏茂２９３３番地  ☎0238(57)4004 

くりえいと工房          同    上 

リサイクルプラザ         同    上 

置賜スポーツ交流プラザ「湯るっと」 

〠999-2172 高畠町大字夏茂３０３０番地  ☎0238(57)3948 

浅川最終処分場     〠992-0112 米沢市大字浅川１９０８番地  ☎0238(37)2012 

浅川ふれあい公園     〠992-0112 米沢市大字浅川１９０８番地  ☎0238(57)4004 

（問い合わせは千代田クリーンセンターへ）

死亡獣畜保冷センター  〠999-0361 川西町大字玉庭６７４６番地の７ 

☎0238(48)2507 

置賜広域行政事務組合ホームページのＵＲＬは http：//www.okikou.or.jp です 

置賜広域行政事務組合構成市町 

置賜広域行政事務組合施設 



山 形 県

置賜広域行政事務組合
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